
青少年の薬物乱用は，日本だけではなく世界
各国において問題視され，国際的な規模で協力
研究がなされている。

和田は，日本の最近の薬物乱用の特徴を，「シ
ンナー等の有機溶剤乱用優位型（わが国独自型）
から，大麻優位（欧米）型への変化」と表現し
ている 1 ）。これは覚せい剤に象徴されるような
依存，耐性の形成，幻覚や妄想といった薬剤性
精神病を惹起する薬剤から，そうした作用の弱
い物質への移行を示している。また，近年流行
している脱法ハーブという用語に象徴されてい
る，「違法ではない＝逮捕されない」という点
が重要視されていることが，もう一つの特徴で
ある。専門家が「脱法ドラッグ」と呼ぶものを，
ユーザー側からすれば「合法ハーブ」と呼ぶこ
とにも象徴されている。「合法」とは，未だ違
法薬物と指定されていないという理由によるも
のであり，実際はカンナビス（大麻の主成分：
脱法ハーブの主成分は合成カンナビノイドであ

る）に属するものであり，いずれは「違法」物
質になるのである。すなわち，合法ハーブ中の
合成カンナビノイドは，含有物質を特定しては
違法薬物に指定していくという作業が進められ
ている。しかし，1 つ指定されると，次に同様
の薬理作用を有する類似の未指定物質が，ハー
ブ等と混合の上，ハーブ / スパイス / お香とし
て店頭や，インターネットで販売されるため，
いたちごっこと化しているのである。わが国で
はまだポピュラーではないが，民族植物または
エスノボタニカルとよばれる植物成分も乱用物
質として注意が必要である 2 ）。薬物中毒による
救急搬送者の殆どが大学生・高校生だが，指
定物質となっていないため，中毒の成分がわ
からず処置が遅れるという悲惨な結果を招く。
MDMAが脱法物質の頃，乱用・中毒から死に
至る学生がおり，同じ轍を踏んでいる。

1945年からの10年間を，第 1 次薬物汚染期
ないし第 1 次覚せい剤乱用期と呼ぶのに対し，
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1994年から現在までを第 5 次薬物汚染期ない
し第三次覚せい剤乱用期と呼ぶ。覚せい剤は従
来の覚せい剤から比較的安価なMDMA等の合
成錠剤まで含み，更に大麻は従来のマリファナ
を始め脱法ハーブ（合成カンナビノイド）がふ
くまれている。第 1 次薬物汚染期の乱用少年た
ちは，非行少年・不良と呼ばれる一群に属する
か，組織暴力団の絡む触法少年であり，ある程
度乱用者を特定することができた。結果的に，
警察の取締りの対象となりやすかった。現代は，
脱法または合法ということばに象徴されるよ
う，彼らは一般少年とは異質な集団ではなく，
取締り対象とならない薬物のユーザーというこ
とになる。少年らは，遊興や好奇心による一時
的・機会的なユーザーであるとの認識をもって
おり，罪悪感もなければ，乱用しているとは全
く思っていない。そうした物質は，ただ気分を
変えるため，「ハイ」になるための手段だと思っ
ており 3 ），親も子どもの行動を把握していない
ことがしばしばである。

このように，使用することや所持すること自
体は違法ではないものを，なぜ問題視するの
か？まず一つには，軽い気持ちで使用していて
も，使用・酩酊中に事故，事件に巻き込まれ，
当事者，とりわけ加害者になることがあるから
である。現代のドラッグユーザーは，こうした
形で警察，ないし医療関係者に認識されること
になる。しかし青少年には，実際的解決能力も，
責任をとることもできず，自身が加害者であっ
ても被害者であっても，当事者らは極めて不幸
な結果となる。

更に，合法だとのうたい文句に加え，安全な
いし依存・耐性が形成されないという誤った知
識が広められている点も問題である。この点に
ついては，後に詳述する。

青少年らは，脱法ドラッグという手段で遊ん
でいるだけのつもりであるが，社会はなぜこれ
ほどまでに，彼らの物質使用に注意を払ってい
るのかについて，先行研究の概要を紹介する。

（表 1 ）

学生の薬物乱用の実態
主要国の各種薬物の生涯経験率は表 1 の通

りである。大麻（カンナビス）使用率は各国
が二桁を示すのに比べ，日本は1.2％と極めて
低いことがわかる。日本の大麻事犯の検挙者
総数に占める20歳代および未成年者の割合は，
過去10年を振り返り絶対数（3,087件）も比率

（61.0％）も高値であった平成20年に比し，平
成24年は47.8％（1,692件）と減少してきてい

る。平成25年度は上半期の警察白書の暫定数
値で減少傾向が示されている。欧米・北米30
カ国の思春期の横断調査においても，西欧と合
衆国ではカンナビスの使用頻度は減少傾向に
あった 4 ）。他方，平成24年の脱法ドラッグ関
連事件は76件，平成25年上半期だけですでに
66件と年々増加傾向にある。

青少年のカンナビス使用は，低GDP国で家
庭の資産が低い場合，性差（男子＞女子），高卒，

― 16 ―

青少年の薬物乱用の現状と防止教育の必要性

表 1　主要な国の薬物別生涯経験率

国別 調査年 対象年齢
生涯経験率 ％

大麻 覚醒剤※ ＭＤＭＡ コカイン ヘロイン
ドイツ 2009 18-64歳 25.6  3.7 2.4  3.3 ―

フランス 2010 15-64歳 32.1  3.2 2.4  3.7 ―
イタリア 2008 15-64歳 32.0  3.2 3.0  7.0 ―
イギリス 2006 16-59歳 30.2 11.9 7.5  7.7 ―
アメリカ 2010 12歳以上 41.9  5.1 6.3 14.7 1.6

日本 2011 15-64歳  1.2  0.4 0.1 0（誤差内） 0（誤差内）
※アメリカ，日本はメタンフェタミン，その他の国はアンフェタミンの生涯経験率



入手容易さ，仲間との接触が使用頻度の増大を
示唆する 4 ）。ただしブラジルの10-18歳の調査
では，非合法薬物だけでなく飲酒・喫煙にも性
差はみられず 5 ），同国のような高発生率の国で
は，個人レベルの社会・行動面の危険因子を減
らすことで，物質使用リスクを減少させること
は困難である 6 ）とされている。

脱法ハーブ / スパイスに加えて，処方薬の非
医療的使用（乱用）も増加しており 7 ），社会問
題となっている。米国ミシシッピー州生徒（12-
18歳）の 8％が，処方薬を非医療的使用で常用
していた 7 ）。

青少年の薬物乱用と関連因子
幼児期の社会経済的貧困さおよび怠学は，そ

の後青少年期の薬物乱用につながる 8 ）。また強
いストレスやトラウマを抱える青少年は，それ
らのない者に比べ物質使用の頻度が高く，使用
問題も多く抱えるとされる 9 ）。更に早期の使用
開始は，発達問題はもちろん，使用の長期化，
重篤化，依存へと移行しやすい10）。また母親
の妊娠中のコカインや複数薬物の使用により，
その子供が15歳までに飲酒・喫煙・薬物使用
するリスクが増大する11）。

友人，仲間選択の方向性が大麻使用の開始と
頻度に影響するとの社会ネットワークモデルが
指摘されている 9 ）。しかし仲間の影響は，個人，
学校，家族といったリスク因子によって緩和さ
れる場合もある。

思春期学生の喫煙は，カンナビス使用状況に
影響する。30年間の追跡調査で，1981年から
93年は喫煙単独が圧倒的多数であったが，そ
の後喫煙率は激減した。これは北欧や米国社会
において，公共の場所における禁煙が広がり，
今や常識となっていることからもわかるであ
ろう。一方喫煙者のカンナビス併用は1991年
16％だったが，2011年には92％となっており，
常用ではなく一次的に併用するというパター
ン変化が明らかになってきている12）。喫煙が，
直接的にカンナビス使用へのゲートウェイとな

るだけでなく，喫煙による仲間の選択は，飲酒
やカンナビスによるそれよりも交友関係の変化
への影響力が強いことがわかっており13），青
少年の喫煙行動にも注意を払う必要があるとい
えよう。

カンナビノイドと精神病素因
大麻の主成分であるカンナビスまたは同作用

のカンナビノイドを思春期から使用している事
例で，しばしば精神病症状が合併していること
はよく知られている。この因果関係は，精神病
素因が先か，カンナビスが先か明らかにされて
いなかった。青少年期のカンナビスや物質の併
用による脳のドパミン系受容体の感作が精神病
症状に寄与するとの説もある14）。精神病を少
年期早期に発症する例は，その後カンナビス使
用に至る可能性が強く，思春期にカンナビスを
使用していると，その後精神病を発症しやすい
か，メンタルヘルス上継続的リスクをかかえる
ことになることから，両方向に関係性をもつと
考えられる15）。

青少年期のカンナビノイド使用の中枢神経
系への影響
思春期は，脳の皮質神経回路の後期成熟課程

にあり，認知機能の発達時期である。この時期
の物質使用を行うと，心理的調節機能が上手く
働かなくなることや，前頭頭頂部の未成熟との
関連が強く示唆されており16），早期かつ積極
的対応が必要である。ティーンエイジャーでの
カンナビス使用は認知機能を低下させること，
および18歳以前の使用開始で，その後の知能
指数低下と持続的記憶障害の原因となることが
報告されている17）。カンナビスの長期的影響
や後遺症といった問題への，薬理学的解明は今
後の課題ではあるが，このように早期開始，そ
の後の持続使用が，IQ低下を一層深刻にする
リスクが示唆されており，極めて重大な問題と
いえよう。
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学校レベルの取り組みの必要性
自殺企図のある物質使用障害の思春期生徒

は，気分障害，ストレスとなるライフイベン
ト，対人関係の問題，乏しい社会支援，孤独な
生活，希望のなさが特徴である。学校が，学生
の薬物乱用防止プログラムを実施しようとする
なら，物質乱用だけではなく，自殺のリスクと
併せ，両方に関連するリスク因子に着目する必
要があるとされている18）。また都市部と地方
の青少年を比べると，治療反応性は同じだが，
地方の少年の方が物質乱用とメンタルヘルスの
問題が深刻であるとされている。これは，医療
機関の分布状況を考えていただければ，容易に
理解できるのであるが，都市部では医療機関の
密度が高く，種々の医療サービスが提供されて
いる。それにともない，地方からも患者が訪れ
てくる。都市部では，健康意識も高まり，財政
面でも豊かであり，医療・福祉にあてられる財
源も豊かである。地方では，物理的（医療機関）
にも経済的にも，こうした機会は極めて得にく
いであろう。このことからも，薬物の遊興使用
や乱用・依存を起こしてしまった者に対し，個
別に対処するのではなく，学校レベルで，正し
い知識の普及と薬物関連問題の教育を通じて，
防止対策に早急に取り組む必要があるといえよ
う。酒・煙草・大麻の標準的理解は年齢と共に
深まるが，その理解度は中学校時代に著しく増
大し，特に女子で大きい19）。有害物質の健康
教育は，できるだけ早期に開始する必要がある
と共に，前述のように，近年の学生には，煙草
問題と共に取り組んでいく必要があるといえよ
う。

青少年期の脱法ドラッグ，とりわけカンナビ
ス使用は，成人期の依存・乱用，予後の悪さ暗
示することは，すでに述べたとおりである。外
傷で救急外来を受診したティーンエイジャーら
を追跡調査すると，若年のうちに不自然死をと
げるリスクが高いとされており，飲酒・薬物使
用が早死に結びつくことを示唆している20）。

学齢期の子ども（15歳）の35か国の参加し

た健康調査2009/2010（68045名）で，酒・煙草・
カンナビスの全国有病率と，個々の行動危険因
子と煙草・酒・カンナビスの関係に影響するか

（ノーマライゼーション理論）を調べた調査で，
有病率の低い国では，選択的予防努力が有効で
あるとされる 6 ）。前述の通り，世界基準とくら
べると，日本のカンナビス有病率は低い。低発
生率国では，危険因子をスクリーニングするこ
とが有効であるとされ，これによって物質問
題リスクの高い青少年を判別する事ができる 6 ）

と考えられる。

総括
都市部にあり，学生の家庭が，社会経済階層

の低い位置に属する者が少ないと考えられる学
校では，リスク因子のスクリーニングと，早期
予防教育が極めて有用であるといえる。また，
中高一貫をはじめとする思春期の生徒が通う学
校，一貫教育を行う学校であれば，中学生レベ
ルないし13歳頃から，高校，大学と，繰り返
し薬物乱用防止に関する教育をカリキュラムの
中に取り入れることが，より一層効果を高める
であろうといえよう。
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